
※
こ
の
法
令
は
廃
止
さ
れ
て
い
ま
す
。

平
成
九
年
法
律
第
五
十
二
号

ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
並
び
に
ア
イ
ヌ
の
伝
統
等
に
関
す
る
知
識
の
普
及
及
び
啓
発
に
関
す
る
法
律

（
目
的
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
誇
り
の
源
泉
で
あ
る
ア
イ
ヌ
の
伝
統
及
び
ア
イ
ヌ
文
化
（
以
下
「
ア
イ
ヌ
の
伝
統
等
」
と
い
う
。
）
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
に
か
ん
が
み
、
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
並
び
に
ア
イ
ヌ
の
伝
統
等
に

関
す
る
国
民
に
対
す
る
知
識
の
普
及
及
び
啓
発
（
以
下
「
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
等
」
と
い
う
。
）
を
図
る
た
め
の
施
策
を
推
進
す
る
こ
と
に
よ
り
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
民
族
と
し
て
の
誇
り
が
尊
重
さ
れ
る
社
会
の
実
現
を
図
り
、
あ
わ

せ
て
我
が
国
の
多
様
な
文
化
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

（
定
義
）

第
二
条
　
こ
の
法
律
に
お
い
て
「
ア
イ
ヌ
文
化
」
と
は
、
ア
イ
ヌ
語
並
び
に
ア
イ
ヌ
に
お
い
て
継
承
さ
れ
て
き
た
音
楽
、
舞
踊
、
工
芸
そ
の
他
の
文
化
的
所
産
及
び
こ
れ
ら
か
ら
発
展
し
た
文
化
的
所
産
を
い
う
。

（
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
責
務
）

第
三
条
　
国
は
、
ア
イ
ヌ
文
化
を
継
承
す
る
者
の
育
成
、
ア
イ
ヌ
の
伝
統
等
に
関
す
る
広
報
活
動
の
充
実
、
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
等
に
資
す
る
調
査
研
究
の
推
進
そ
の
他
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
等
を
図
る
た
め
の
施
策
を
推
進
す
る
よ
う

努
め
る
と
と
も
に
、
地
方
公
共
団
体
が
実
施
す
る
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
等
を
図
る
た
め
の
施
策
を
推
進
す
る
た
め
に
必
要
な
助
言
そ
の
他
の
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
地
方
公
共
団
体
は
、
当
該
区
域
の
社
会
的
条
件
に
応
じ
、
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
等
を
図
る
た
め
の
施
策
の
実
施
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
施
策
に
お
け
る
配
慮
）

第
四
条
　
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
等
を
図
る
た
め
の
施
策
を
実
施
す
る
に
当
た
っ
て
は
、
ア
イ
ヌ
の
人
々
の
自
発
的
意
思
及
び
民
族
と
し
て
の
誇
り
を
尊
重
す
る
よ
う
配
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

（
基
本
方
針
）

第
五
条
　
国
土
交
通
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
は
、
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
等
を
図
る
た
め
の
施
策
に
関
す
る
基
本
方
針
（
以
下
「
基
本
方
針
」
と
い
う
。
）
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
　
基
本
方
針
に
お
い
て
は
、
次
の
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
等
に
関
す
る
基
本
的
な
事
項

二
　
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
を
図
る
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

三
　
ア
イ
ヌ
の
伝
統
等
に
関
す
る
国
民
に
対
す
る
知
識
の
普
及
及
び
啓
発
を
図
る
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事
項

四
　
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
等
に
資
す
る
調
査
研
究
に
関
す
る
事
項

五
　
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
等
を
図
る
た
め
の
施
策
の
実
施
に
際
し
配
慮
す
べ
き
重
要
事
項

３
　
国
土
交
通
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
関
係
行
政
機
関
の
長
に
協
議
す
る
と
と
も
に
、
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
関
係
都
道
府
県
の
意
見
を
聴

か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
国
土
交
通
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
は
、
基
本
方
針
を
定
め
、
又
は
こ
れ
を
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
公
表
す
る
と
と
も
に
、
次
条
第
一
項
に
規
定
す
る
関
係
都
道
府
県
に
送
付
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
基
本
計
画
）

第
六
条
　
そ
の
区
域
内
の
社
会
的
条
件
に
照
ら
し
て
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
等
を
図
る
た
め
の
施
策
を
総
合
的
に
実
施
す
る
こ
と
が
相
当
で
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
政
令
で
定
め
る
都
道
府
県
（
以
下
「
関
係
都
道
府
県
」
と
い
う
。
）
は
、
基

本
方
針
に
即
し
て
、
関
係
都
道
府
県
に
お
け
る
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
等
を
図
る
た
め
の
施
策
に
関
す
る
基
本
計
画
（
以
下
「
基
本
計
画
」
と
い
う
。
）
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

２
　
基
本
計
画
に
お
い
て
は
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
定
め
る
も
の
と
す
る
。

一
　
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
等
に
関
す
る
基
本
的
な
方
針

二
　
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
を
図
る
た
め
の
施
策
の
実
施
内
容
に
関
す
る
事
項

三
　
ア
イ
ヌ
の
伝
統
等
に
関
す
る
住
民
に
対
す
る
知
識
の
普
及
及
び
啓
発
を
図
る
た
め
の
施
策
の
実
施
内
容
に
関
す
る
事
項

四
　
そ
の
他
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
等
を
図
る
た
め
の
施
策
の
実
施
に
際
し
配
慮
す
べ
き
重
要
事
項

３
　
関
係
都
道
府
県
は
、
基
本
計
画
を
定
め
、
又
は
変
更
し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
、
こ
れ
を
国
土
交
通
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
す
る
と
と
も
に
、
公
表
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
国
土
交
通
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
は
、
基
本
計
画
の
作
成
及
び
円
滑
な
実
施
の
促
進
の
た
め
、
関
係
都
道
府
県
に
対
し
必
要
な
助
言
、
勧
告
及
び
情
報
の
提
供
を
行
う
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
指
定
等
）

第
七
条
　
国
土
交
通
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
は
、
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
等
を
目
的
と
す
る
一
般
社
団
法
人
又
は
一
般
財
団
法
人
で
あ
っ
て
、
次
条
に
規
定
す
る
業
務
を
適
正
か
つ
確
実
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
を
、

そ
の
申
請
に
よ
り
、
全
国
を
通
じ
て
一
に
限
り
、
同
条
に
規
定
す
る
業
務
を
行
う
者
と
し
て
指
定
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
を
し
た
と
き
は
、
当
該
指
定
を
受
け
た
者
（
以
下
「
指
定
法
人
」
と
い
う
。
）
の
名
称
、
住
所
及
び
事
務
所
の
所
在
地
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
指
定
法
人
は
、
そ
の
名
称
、
住
所
又
は
事
務
所
の
所
在
地
を
変
更
し
よ
う
と
す
る
と
き
は
、
あ
ら
か
じ
め
、
そ
の
旨
を
国
土
交
通
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
に
届
け
出
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
　
国
土
交
通
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
が
あ
っ
た
と
き
は
、
当
該
届
出
に
係
る
事
項
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
業
務
）

第
八
条
　
指
定
法
人
は
、
次
に
掲
げ
る
業
務
を
行
う
も
の
と
す
る
。

一
　
ア
イ
ヌ
文
化
を
継
承
す
る
者
の
育
成
そ
の
他
の
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
に
関
す
る
業
務
を
行
う
こ
と
。

二
　
ア
イ
ヌ
の
伝
統
等
に
関
す
る
広
報
活
動
そ
の
他
の
普
及
啓
発
を
行
う
こ
と
。

三
　
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
等
に
資
す
る
調
査
研
究
を
行
う
こ
と
。
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四
　
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
、
ア
イ
ヌ
の
伝
統
等
に
関
す
る
普
及
啓
発
又
は
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
等
に
資
す
る
調
査
研
究
を
行
う
者
に
対
し
て
、
助
言
、
助
成
そ
の
他
の
援
助
を
行
う
こ
と
。

五
　
前
各
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
等
を
図
る
た
め
に
必
要
な
業
務
を
行
う
こ
と
。

（
事
業
計
画
等
）

第
九
条
　
指
定
法
人
は
、
毎
事
業
年
度
、
国
土
交
通
省
令
・
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
作
成
し
、
国
土
交
通
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
れ
を
変

更
し
よ
う
と
す
る
と
き
も
、
同
様
と
す
る
。

２
　
前
項
の
事
業
計
画
書
は
、
基
本
方
針
の
内
容
に
即
し
て
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
指
定
法
人
は
、
国
土
交
通
省
令
・
文
部
科
学
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
毎
事
業
年
度
終
了
後
、
事
業
報
告
書
及
び
収
支
決
算
書
を
作
成
し
、
国
土
交
通
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査
）

第
十
条
　
国
土
交
通
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
に
必
要
な
限
度
に
お
い
て
、
指
定
法
人
に
対
し
、
そ
の
業
務
に
関
し
報
告
を
さ
せ
、
又
は
そ
の
職
員
に
、
指
定
法
人
の
事
務
所
に
立
ち
入
り
、
業
務
の
状
況
若
し

く
は
帳
簿
、
書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
、
若
し
く
は
関
係
者
に
質
問
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
検
査
を
す
る
職
員
は
、
そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し
、
関
係
者
の
請
求
が
あ
っ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
立
入
検
査
の
権
限
は
、
犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
。

（
改
善
命
令
）

第
十
一
条
　
国
土
交
通
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
は
、
指
定
法
人
の
第
八
条
に
規
定
す
る
業
務
の
運
営
に
関
し
改
善
が
必
要
で
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
指
定
法
人
に
対
し
、
そ
の
改
善
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
べ
き
こ
と
を
命
ず
る
こ

と
が
で
き
る
。

（
指
定
の
取
消
し
等
）

第
十
二
条
　
国
土
交
通
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
は
、
指
定
法
人
が
前
条
の
規
定
に
よ
る
命
令
に
違
反
し
た
と
き
は
、
そ
の
指
定
を
取
り
消
す
こ
と
が
で
き
る
。

２
　
国
土
交
通
大
臣
及
び
文
部
科
学
大
臣
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
し
た
と
き
は
、
そ
の
旨
を
公
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
罰
則
）

第
十
三
条
　
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
報
告
を
せ
ず
、
若
し
く
は
虚
偽
の
報
告
を
し
、
又
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
拒
み
、
妨
げ
、
若
し
く
は
忌
避
し
、
若
し
く
は
同
項
の
規
定
に
よ
る
質
問
に
対
し
て
陳
述
を
せ
ず
、
若
し

く
は
虚
偽
の
陳
述
を
し
た
者
は
、
二
十
万
円
以
下
の
罰
金
に
処
す
る
。

２
　
法
人
の
代
表
者
又
は
代
理
人
、
使
用
人
そ
の
他
の
従
業
者
が
、
そ
の
法
人
の
業
務
に
関
し
、
前
項
の
違
反
行
為
を
し
た
と
き
は
、
そ
の
行
為
者
を
罰
す
る
ほ
か
、
そ
の
法
人
に
対
し
て
同
項
の
刑
を
科
す
る
。

附
　
則
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
三
月
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
政
令
で
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
等
の
廃
止
）

第
二
条
　
次
に
掲
げ
る
法
律
は
、
廃
止
す
る
。

一
　
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
（
明
治
三
十
二
年
法
律
第
二
十
七
号
）

二
　
旭
川
市
旧
土
人
保
護
地
処
分
法
（
昭
和
九
年
法
律
第
九
号
）

（
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
の
廃
止
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
三
条
　
北
海
道
知
事
は
、
こ
の
法
律
の
施
行
の
際
現
に
前
条
の
規
定
に
よ
る
廃
止
前
の
北
海
道
旧
土
人
保
護
法
（
次
項
に
お
い
て
「
旧
保
護
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
管
理
す
る
北
海
道
旧
土
人
共
有
財
産
（
以

下
「
共
有
財
産
」
と
い
う
。
）
が
、
次
項
か
ら
第
四
項
ま
で
の
規
定
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
共
有
者
に
返
還
さ
れ
、
又
は
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
法
人
若
し
く
は
北
海
道
に
帰
属
す
る
ま
で
の
間
、
こ
れ
を
管
理
す
る
も
の
と
す

る
。

２
　
北
海
道
知
事
は
、
共
有
財
産
を
共
有
者
に
返
還
す
る
た
め
、
旧
保
護
法
第
十
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
指
定
さ
れ
た
共
有
財
産
ご
と
に
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
事
項
を
官
報
で
公
告
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
　
共
有
財
産
の
共
有
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
公
告
の
日
か
ら
起
算
し
て
一
年
以
内
に
、
北
海
道
知
事
に
対
し
、
厚
生
労
働
省
令
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
当
該
共
有
財
産
の
返
還
を
請
求
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

４
　
北
海
道
知
事
は
、
前
項
に
規
定
す
る
期
間
の
満
了
後
で
な
け
れ
ば
、
共
有
財
産
を
そ
の
共
有
者
に
対
し
、
返
還
し
て
は
な
ら
な
い
。
た
だ
し
、
当
該
期
間
の
満
了
前
で
あ
っ
て
も
、
当
該
共
有
財
産
の
共
有
者
の
す
べ
て
が
同
項
の

規
定
に
よ
る
請
求
を
し
た
場
合
に
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

５
　
第
三
項
に
規
定
す
る
期
間
内
に
共
有
財
産
の
共
有
者
が
同
項
の
規
定
に
よ
る
請
求
を
し
な
か
っ
た
と
き
は
、
当
該
共
有
財
産
は
、
指
定
法
人
（
同
項
に
規
定
す
る
期
間
が
満
了
し
た
時
に
、
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
が

さ
れ
て
い
な
い
場
合
に
あ
っ
て
は
、
北
海
道
）
に
帰
属
す
る
。

６
　
前
項
の
規
定
に
よ
り
共
有
財
産
が
指
定
法
人
に
帰
属
し
た
と
き
は
、
そ
の
法
人
は
、
当
該
帰
属
し
た
財
産
を
ア
イ
ヌ
文
化
の
振
興
等
の
た
め
の
業
務
に
要
す
る
費
用
に
充
て
る
も
の
と
す
る
。

附
　
則
　
（
平
成
一
一
年
一
二
月
二
二
日
法
律
第
一
六
〇
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
（
第
二
条
及
び
第
三
条
を
除
く
。
）
は
、
平
成
十
三
年
一
月
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行
す
る
。

一
　
第
九
百
九
十
五
条
（
核
原
料
物
質
、
核
燃
料
物
質
及
び
原
子
炉
の
規
制
に
関
す
る
法
律
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
附
則
の
改
正
規
定
に
係
る
部
分
に
限
る
。
）
、
第
千
三
百
五
条
、
第
千
三
百
六
条
、
第
千
三
百
二
十
四
条
第
二
項
、

第
千
三
百
二
十
六
条
第
二
項
及
び
第
千
三
百
四
十
四
条
の
規
定
　
公
布
の
日

附
　
則
　
（
平
成
一
八
年
六
月
二
日
法
律
第
五
〇
号
）
　
抄

こ
の
法
律
は
、
一
般
社
団
・
財
団
法
人
法
の
施
行
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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附
　
則
　
（
平
成
二
三
年
六
月
二
四
日
法
律
第
七
四
号
）
　
抄

（
施
行
期
日
）

第
一
条
　
こ
の
法
律
は
、
公
布
の
日
か
ら
起
算
し
て
二
十
日
を
経
過
し
た
日
か
ら
施
行
す
る
。
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